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①申請書類一式を市へ提出します。 

受理後、補助金交付の可否について審査があります。 

※補助金交付申請は必ず購入前にしてください。 

②申請が認められると、後日、市から「補助金等交付指令書」

が送付されます。「補助金等交付指令書」が届いてから、 

廃棄物容器の購入・設置をしてください。 

③設置後、実績報告書類一式を市へ提出します。 

④市から補助金が振り込まれます。 

廃棄物容器設置事業補助金申請の流れ 


